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ま コくー カミ き

日野市情報公開懇談会は、昭和 60年 8月 7目、市長の諮問にこたえるため

に発足し、 7回にわたって検討をおこなった 。 この懇談会では、情報公開制度

の目 的が住民 自治と市民の人権保障を維持強化することに ありかっこの制度が

そのために不可欠のもの であることを確認 し、 この視座からあるべき情報公開

制度の原理・原則を明らかにす るようにつとめた。この視座を暖昧にすると 、

情報公開制度は、そ の名称にもかかわ らず、その実体においては、情報非公開

制度(秘密保護制度)となり、結果として市政に対する住民の信頼を失わせる

ことにもなりかねない からである 。 この答申を具体 化する今後の作業において

は、市政の現実等を考慮して、もろもろの具体的な修正が提起されることも考

えられる。 しかし、そ の場合にも 、 この基本的な視座を 失うことなく、そこか

ら検討するように していただきたいと願っている。また 、情報公開制度の重要

性にかんがみ、可能なかぎりすみやかに具体化されることも要望したい。

情報公開制度を設けることによって、日野市におけ る住民自治と市民の人権

保障が一段と強化 され、 日野市がさらに住みやすい市民の誇りうる 町 になるこ

とを念願 している 。

昭和 61年 2月 8日

日野市情報公開懇談会

座長杉原泰雄
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情報公開制度についての基本的な考え方

(一 )その目的

(二 )その法的根拠

(三 )その必要性

(四)その基本原則

(五)制度化の方式
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E 情報公開制度の要点

(一 )公開請求権者の範囲

(二 )実施機関の範囲

(三 )対象情報(請求でき る情報 )

(四)適用除外事項(公開しないことができる情報)

(五)情報公開の請求と決定の手続

(六)非公開決定に対する救済制度
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資料

1 .日野市情報公開懇談会設置要綱

2 .日野市情報公開懇談会委員名簿

3 .情報公開懇談会 における検討経過

1 7 

1 9 

2 0 



I 情報公開制度についての基本的な考え方

(一 )その目的

情報公開制度は、市の行政機関等の保有する情報について、市民の請求に

基づき、その提供を市の行政機関等に義務づけ、市民の「知る権利Jを具体

的に保障しようとするものである。 その目的は、市政に ついて市民の監視と

参加(r住民自治J)を強化推進するとともに、市民の人権保障を確実な も

のとし、市政について市民の信頼を確保す ることにある。

(二 )その法的根拠

その法的根拠は、 憲法上の原理である国民主権に基礎をおく「知る 権利」

に求められる。国民主権と 「知る 権利」 の関係は 、従来かならず しも明確に

自覚されていなかったが、すでに近代の初頭に、フランスの 1789年人権

宣言が、国民主権を宣言 したうえで、 「社会は、全公務員にその公務につき

報告を要求する権利をもっている J (第 15条)と明言 していたことは、と

くに留意されるべきであろう 。公務につき 必要な情報を入手でき ない国民は

主権者であ りうるはずがないからである 。情報公開制度は、民主主義の根幹

をなすものである。

(三 )その必要性

以上から、情報公開制度の必要性は明らかであるが、それは地方公共団体

においてはとくに必要である 。地方公共団体におい ては、国民主権は 「住民

自治」として具体化することを求められているが(憲法第 92条参照)、こ

れを受 けて、地方自治法は、中央政府の場合と異なり 、多様な直接民主制を

導入して、住民を地方議会や首長とならぶ地方自治の主役としている。地方

公共団体では、住民が真の主権者として積極的に行動することを求められて

いるのである。地方公共団体においてこそ、 「知る権利」は強く保障されな



ければならないのである。

(四)その基本原則

情報公開制度は、その目的、根拠、必要性からみて、以下の諸原則をふま

えたものでなければならない。

(1) 公開原則

市の行政機関等の保有する情報は、原則として公開する。例外的に非公

開とされる情報は、情報公開制度の目的等からみて、具体的に明示された

必要最小限のものでなければならない。

(2) プライノイシーの保護

公開原則にもかかわらず、個人にかんする情報は、プライパシー保護の

ために原則として非公開とすべきである 。

(3) 市民の利用しやすい制度

住民自治と人権保障のための制度であるから、情報公開制度は可能なか

ぎり市民の利用しやすいものでなければならない。

(4) 公正な救済制度

上記(3)と同ーの理由により 、非公開の決定に対しては第三者的な公正な

救済制度による救済を保障すべきである。

(五)制度化の方言、

情報公開制度は 、市民の「知る権利」を具体的に保障すると同時に 、市の

行政機関等にそれに対応す る義務を課すものであるから、条例によって設置

されるべきである。

E 情報公開制度の要点

(ー )公開請求権者の範囲
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「なん人 」 に対しても 公開請求権を認めることが望ま しい。

(1) 国民主権(住民自治)と人権保障

国民主権(住民自治)が人権保障を 目的 と しているとこ ろからすれば、

国民主権(住民自治) に基礎をおく 「知る権利 」を主権者の構成只(有権

者 )に限定す ることには 問題がある 。話木的人慌の主体は、有権再 に限定

されず、 未成年者、有権在以外の納税 在、外国人 、他の地)j公共性|体の{

民、法人等を含み、しかも 地ノヴ公共七tl体の政治は これ らの人栴保|咋をも

的とし てい る。したが って、有権押に |以定をする と、人権の保|怖に欠ける

ことに なるのみならず、同h:，主栴(住民自治)の 口的 に

る。

(2) 情報請求権者に つ いての二三つの モデ ル

i ) Aモデ ル j I陥!f.納机将 との かかわりあい を用制し、以ド のよ う

に規定するもの であ る。

① 市内 に住所をも っ例人。

② 市内 に事務所または ~J ~ 業 所 を も っ Wîl 人 お よ び法人 その他 の ~J I 1* 

( ii ) Bモデル 人総保|暗に ノJ点をおき

ものである 。

( iii) Cモデル Aモデルに以下 の全 郎また は .rmを追加し て、実質的に

Bモデルを選択す るもので あ る。

① 市内 にどE:J!}]または在学 してい る個人

② 市行政 に利苫関係をも っ個人および法人そ の他の団体(不動A所

者、隣接地居住者、白 治体行為の相 手刀など )。こ の請求縮占には

請求に さい して利害関係の記述が必要とされ

みが公開 される。
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③ 当該情報の入手を必要とする理由をあげて申告できる者。この請求

権者は、請求の際に当該情報の利用目的・必要理由の記述が要求され

る口

(3) モデル選択と立法政策論

いずれのモデ、ルを選択するかを含めて、誰を請求権者とするかは立法政

策の問題といわれることが多い。しかし、 「知る権利」を国民主権(住民

自治)に由来する権利と解するかぎり、すべてを立法政策の問題に解消す

ることはできない。 Iの(二 )からすれば、モデル Aはほぼ義務的となる。

立法 政策の問題となるのは、モデルの BとCである。しかし、人権保障の

観点からすれば、可能なかぎりモデル Bに近づくことが望ましいことは否

定できない。

(4) モデル Bに対する批判と反批判

モデル Bに対しては、以下のような批判がありうる。①条例の効力の地

域的限界からみて、当該自治体と関係ない者に権利を保障することは、条

例事項となりえないのではないか。少くとも不適当ではないか。②そうす

ることは、とくに争訟の権利まで認めることは、自治体の過重負担となり

はしないか。

このような批判に対しては、以下のような反批判が考えられる。①実質

的に 当該自治体と関係があるから請求するのであって、まったくの無関係

者の場合請求をする理由も実益もないのではないか。②当然の過重負担論

については、合理的根拠がない。

(二 )実施機関の範囲

情報公開の目的等からみて、あらゆる行政機関が実施機関となるべきで

ある。教育委員会・公平委員会等の行政委員会や各種審議会等の諮問委員
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会など、合議制機関については自由閥達な討議を保障するために例外とす

べきだとの意見 もある 。 しかし、情報公開制度 の目 的等からみて、それを

認めることに合理性があるとは思われない。例外も、また、基本的には右

の目的等との関連において限定的に定められるべきだからである。それに、

情報公開制度は、合議体の 会議 自体の公開とは異なる。

情報公開制度の目的等からみて、住民代表府として市行政の基準を定立

する議会が実施機関となることの必要性はあらためて論ずるまでもない。

議会情報の公開問題は木懇談会に対する諮問事項ではないが、本市におい

て も議会が積極的に対応 されるよう強く希望 したい。

(三 )対象情報(請求できる情報 )

(1) 対象情報の範囲

原則として、実施機関の職員がその分掌事務 にかんし て職務上作成し

または取得した情報で、実施機関の保管する情報のすべてが対象となる。

録音テープ、ビデ オテープ、 コン ピュータ入力情報等非可視的な 表現物

も含まれる。情報公開制度の目的等からすれば、それらを区別して扱う

べき合理的理由はない。その意味で、情報の存在形態は、対象情報 の範

囲を画定するうえで本質的な意味をもつわけではない。

(2) 対象情報となる時期

上記 (1)の情報は決裁、供覧などの手続を終えた時点から公開の対象と

すべきだ とす る意見 もありう る。①決裁過程または供覧過程の情報は案

または資料にとどまり市の責任ある情報とはいえない、②未熟で不確実

な情報が公開されると市民の誤解や混乱が惹起しやすい、③行政内部に

おける自由かつ能率的な意見交換が妨げられる、④特定の情報利用者の

みに不当な利益を与えるおそれがある、などがその理由とされている。



しかし、 情報公開制度の目 的である住民自治と人権保障の観点か らみ て

も、原則として起案または収受した段階から公開の対象とすることが望

ましいことは否定できない。上記の諸理由については、た とえば (四)

(2)・ (iv )・②のように対応すれば足りるものと思われる 。

た、次の(四)で指摘するように、若干の情報については公開 しな

いこと が認められるが、この非公開情報についても 、非公開とすべき 理

必要性の消滅した後においてはできるだけはやく公開の対象とすべ

である。ま た、一般に、 一定期間の経過後においては、とくに非公開

とすべき理由や必要性がなおあるものを例外とし 、原則としてすべての

非公開情報を 公開の対象とすることが望ましい。

(3) 公開協力 要請対象情報

「行が出資または運営助成を している公共 的団体のも つ情報につ いても 、

情報公開制度の趣旨 に越づき 、市長が必要に応 じて公開協力 を要請する

ことが望ましい。また、市内に事務所または事業所をも っ企業の情報で、

人の生命、身体、健康その他生活に影響を及ぼすおそれがあると認めら

れるものについて も、市長が同様の対応をすることが望ま しい 。

)適用除外事項(公開 しない ことができる情報 )

(1) 原則

通用除外事項が安易に設定さ れ るならば、情報公開制度はその目 的九

に反して市行政等にかんする秘密保護の制度に もなりかねなし1。 したが

って、適用除外事項の設定にあたっては 、情報公開制度の目 的等からみ

て必要最小限に とどめると ともに、可能なか ぎり 明確にそれを規定する

ことが必要である。また、すでに 、 (三 )・ (2)で指摘しておいたように

、公開請求のあった時点では適用除外事項に該当する情報であっても 、
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時の経過に応じて 公開するよう積極的に対応することが求められる。 同

様に して、公開請求時に 一部に公開 しないことができる情報が含ま れて

いるものについ ても 、その部分が可分であ れば、残りを公開とするよう

に対応すべきである。

(2) 適用除外事項の類別

適用除外事項は 、 ( i )法令秘情報 、 ( ii )個人情報、 ( iii )企業情

報、および(iv )行政運営情報の四つに頬型化 され る。

( i )法令秘情報

法令または他の条例 により、公開を |明らか に禁止 されている情報

である。

( ii )個人情報

個人にカか¥んす る'1情|附背報(企業を経営営.する {個閤人の1情肯報で ユ判「該イ合をj業長終 A

にかんす るものを |除除く)で、個人が識別 されまたは識別 されうる も

のであ る。ただし、①法令または 他の条例で一般閲覧を認められて

い る情報、②公表目 的で作成ま たは取得し た情報、 ③法令または他

の条例の規定にもと づ いてお こなわれた許可、届山 その他 これ に宿

する行為 に際 して作成または取得した情報で、公1J11する ことが公益

上必要と認められるもの 、④公 l仰の候補者を含めて公人にかんする

情報(憲法第 15条 l項参照)は、例外 とする 。

国民主権(住民自治)にもと づ く 「知 る権利」がもともと公的 f

情報に対す るものである とこ ろか らして も(特定個人情報の非公中

性)、また情報 公開制度が住民自治とともに人権保障を 目的とし て

い るところからしても、個人情報が原則とし て除外 され るの は、む

しろ当然のこと である 。
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例外 としうる②、③、④については、他の条例で公開の対象と手

続を整備しておくことが望ましし可。個人情報の公開は、プライパシ

ーの権利の制限にかんする問題であるから憲法第 31条か らその，、、、

についての配応が要請される。

位決にかんする情報で、公開する ことに より 当該企業に著 しし

利益を与え ることが明 らかである と認められるものであ る。ただ し、

①人の生命、身体、健康その他生活に影哲15を及ぼすおそれがあると

認められる企業↑11 旬、② tì~ :c1者の利益その他市民の生活を妨げる違

法または不当な企業活動の情報、③右の①、②に準 じ公開が公益

必要と認められる企業情報 は、別 である。

JJ~ ~情報の公 1m が企業の 財産権の制限 と し ての意味をもっている

ところか の要請にこたえうるよう 、他の条

例で公開 される企業情報の実体と 手続を定めて おくことが望ましい。

弘例でそこまで定めることが困難であるとすれば、当面、公開対象

となる企業情報 には 「企業秘密」 一 生産技術およ び販売上の ノウ

ハウにかんす る情報、経理 ・労務その他の 内部管理に かんする情報

で、公開 される ことによ り当該企業の競争力が慣われると認められ

るもの ー は含まれないと解することや公開に際し て告知 ・聴聞の

事前手続を適宜利用することなどを運用上考慮することが必要とな

るであろう。

( iv )行政運営情報

行政運営情報のうち、以下に列記す るものである 。

①固または他の地方公共団体の機関との聞におけ る協議、依頼ま
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たは協力等に基づいて作成または取得 した情報で、公開することに

よりそれらとの協力関係を著 しく損うおそれのあるもの。

②市の機関内部も しくは機関相互間におけるまたは市の機関と国

等の機関との聞における調査研究 ・検討 ・審議 ・協議・企画等意思

形成過程にかんする情報で、公開することにより適正な意思形成に

著 しい支障を生ずると認められるもの(この点については(三 )

(2)を参照)。

③各種試験の問題、入札予定価格、職員の人事予定、市を当事者

とする土地売買 ・補償 ・賠償等の交渉や争訟についての市の方針、

監視 ・取締・立入検査等にかんする計画など、公開することにより

当該行政の目的を達成できなくなるおそれのある情報、その他市の

行政の公正または円滑な運営に著しい支障をもたらすおそれの明ら

かなもの。

④公開することによって、人の生命、身体、健康、財産等の権利

の保障に支障を及ぼすことが明らかな情報。

(五)情報公開の請求と決定の手続

(1) 基本方針

この手続は、情報公開制度の目的等に沿う適正で迅速かつ簡便な もの

でなければならない。

(2) 情報公開の請求手続

( i )請求方法

公開の請求は、原則と して、請求者が請求書を受付窓口に提出す

る方法によっておこなう。行政処分の申請手続で、争訟につながる

当初手続だからである。 しか し、閲覧等争訟につながるおそれの少
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ない公開事項については、柔軟に対応することが望まれる。必要的

記載事項は、請求権者についての条例の定め方によって異なる。

( ii )公開情報目録

実施機関は、その管理している情報のうち公開可能なものについ

て 目録を作成し一般の閲覧に供する 。

( iii )受付窓

受付窓口とし ては、 ①公開の実施と 公開 ・非公開の決定権限を委

された統一的・ 一元的受付窓口方式(たとえば「情報公開センタ

ーJ)、 ②右の権限ま では委任されていない統一的・ 一元的受付窓

方式、 ③当 該情報を現実 に保管し ている原課方式、④上記①また

は② と③ との組み合せなどの諸方式が考えられる 。市役所の実情を

ふ まえて、上記(1)の基本方針に沿う選択をすべ きである。

( iv )費用 負担

，=しの作成に ついては請求者が実費を負担する。閲覧等について

は無料とすることが望ましいが、低績であれば手数料の徴収も認め

りれないわけ ではない 。

(3) 公開 ・非公開の決定とその手続

( i )公開・非公開の決定をする処分庁

これに ついては、 ①当 該情報を管理しかっ対外的処分権をも っ市

の機関(たとえば、市長、行政委員会など、)または②公開の実施

と公開 ・非公開の決定の権限を委任された機関(たとえば「情報公

開センター J)の二方式が考えられるが、 (五)・ (2). (iii)の場

合と同様、市役所の実情をふまえて、(1)の基本方針に沿うよう決定

をすべきである口
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( ii )決定の期日

公開 ・非公開の決定 は、原則とし て、公開の請求を受けた日から

起算 して 2週間以内におこなう べ きである。やむを えない正 当な理

由のある場合には、そ の理由 を示 してさら に 2週間ま での延長が認

め られる。 情報 公開制度の 目的等か らして、延長はあくま で も例外

でなければな らな い。

( iii )事前手続

第三者にかんす る情報に ついては、 公開 ・非公開を決定する にあ

た って、手続の適正お よび判断の客観性を確保す るために 、必要に

応じて、 事前に 当該第三者に通知し または その意見 を聴取す るこ と

が望ましい(この点 について は、 (四) ・(2)の (ii )と(iii )を参

照)。

( iv )諮問機関の設置

情報に ついての公開 ・非公開の決定を公正かつ客観的なも の とす

るために 、学識経験者等第三者か らなる諮問機関(たと えば、 「情

報公開運営審議会 」、 「情報公開専門委員会 J)を設置すること も

考えら れ る。

( v )公開 ・非公開の決定の通知の形語、

公開の決定について は、 公開の 日時、 場所などをすみやか に文書

で通知する。ただ し、文書 によ る通知を要 しないと判断 され る場合

は、こ の限り ではない。非公開の決定に ついては、文書で、その理

由、不服申 立てが可能であることおよびそ のための手続 (その機関、

形式、期間など)をすみ やかに通知すべ きである 。 この後者の通知

は、次の争訟手続と の関係で、かな らず文書によ らなけ ればなら な
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(六)非公開決定に対する救済制度

情報公開制度の実効性とその公正な運用を確保するために、非公開の決

定については救済制度が用意されるべきである。この制度も 、情報公開制

度の目的に沿う適正で迅速かつ簡便なものでなければならないが、とりわ

けその判断の公正さを保障する構造のものであることを必要とする。

(1) 非公開の決定に対す る不服申立て

非公開の決定の処分を受けた者は、行政不服審査法に基づき、不服申

立てをすることができる。

(2) 第三者構成の諮問機関(たとえば「情報公開審査会 J)への諮問

( i )諮問義務

不服申 立てにつ いての判断を公正なものとするために、第三者構

成の諮問機関( I情報公開審査会J)を設置し、それに事前に諮問

することを義務づけるべきである。この諮問機関は、情報公開制度

について識見を もち、公正な判断をおこないうる複数の委員で構成

する。

( ii )公正な手続

この諮問機関 は、公正な判断をするために、不服申立人、 実施機

関その他から意見を聴取し、資料の提出を求める権限を付与される

べきである。また、 必要に応じて対審手続を とることも考慮すべき

である。なお、同諮問機関は、非公開と決定された情報について審

査をするものであるから、委員に守秘義務を課すべきである。

( iii )答申の尊重義務

不服申立てについての裁決または決定は、右諮問機関の答申を尊
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重しておこなわれるべきである。

(3) 裁決または決定のための期間

不服申立てに対する裁決または決定は、原則として不服申立ての日か

ら起算して 60日以内におこなわれ るべきである。

(4) 将来の検討課題

非公開決定に対する救済制度として、 「オンブズマン 」の制度および

「第三者的不服審査機関」の制度 も、将来の課題と してひき続き検討さ

れ ることが望ま しい。
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資料 1

日野市情報公開懇談会設置要綱

昭和 60年 6月 8日制定

(設置)

第 1条 日野市における情報公開に関する諸課題につ いて、市民の参加を求め、

広い視野からの検討を行うため、日野市情報公開懇談会(以下「懇談会」 と

いう。)を設置する 。

(所掌事項)

第 2条 懇談会は 、次の事項について検討 し、そ の結果を市長に提言する。

(1) 情報公開制度の基本的な理念

(2) 情報公開制度に関する主要課題

(3) その他制度化に伴 う必要事項

(構成 )

第 3条 懇談会は、市民、 学識経験者等のうらから 、市長が委嘱する委員 10 

人以内で構成する 。

2 委員の任期は、提言の日 までとする 。

(座長及び副座長)

第 4条 懇談会に座長及び副座長を置く 。

2 座長は、委員の互選により選出 し、 冨IJ座長は、委員のうちから座長が指名

する者をもって充てる。

3 座長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する 。
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(会議)

第 5条 懇談会は、座長が招集するロ

2 座長は、議長となり会議を運営する 。

3 座長は、必要があると認めるときは、 会議に関係者の出席を求めることが

できる 。

(庶務)

第 6条 懇談会の庶務は、企画財政部企画課において処理する。

任)

第 7条 この要綱 に定める もののほか、懇談会の運営に 関し必要な事項 は、座

長が別 に定 め る。

付 則

この要綱は、昭和 60年 6月 8日か ら施行す る。
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資料 2

野市 情 報公開懇談 会委員 名 簿

氏 名 現 職 備 考

原 泰 雄 一 橋 大学法学部教授 p;~ 長

ムー7 村 都南雄 中央大学法学部 教授 座 長

中 ，f，t 雅 人 弁 i盤 士

千 業 意 雄 -ブb十、 j盤 士

山 木 英 司 弁 i並 士
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資料 3

情報公開懇談会にお け る検討経過

lコスL i義 開 {荏 月 日 検 言す 内 容

1 .座長・副座長の選出

第 1回 昭和 60年 8月 7日

2 .懇談会の運営について

1 .情報公開制度の基礎に 関する 問題

第 2回 昭和 60年 8月 29日

2 .請求権者の範囲

第 3回 昭和 60年 9月 26日 公開対象事項とその例外

第 4回 昭和 60年 10月 24日 請求の手続と救済の手続

第 5回 昭和 60年 11月 28日 議論のためのたたき台の検討

第 6回 昭和 60年 12月 26日 提言案の骨子の検討

第 7回 昭和 61年 1月 30日 提言案の検討およびまとめ

第 8回 昭和 61年 2月 8日 市長へ提言
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日野市の情報公開制度に関する提言

昭和 61年 2月

幸良五ごと惇再建泉言炎壬主主日里子 F行 '1、
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